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《論説》

米国LimitedLiabilityCompanyからの
分配金に対する課税（２）
－租税法上の法人概念と米国における法人該当性一

酒井克彦

（２）米国における法人該当性の検討

設立準拠法主義を前提に考えると，法人は準拠法に基づき成立するのであ
（53）

り，民法35条（平成20年12月１日改正民法施行前は36条）は単に法人格を有

する外国法人の権利能力を制限するに過ぎないものであるというようにみる

ことができそうである。

もっともそうであったとしても，民法35条は法人格を有するものを「外国

法人」といっているわけではなく，法人格の有無と「外国法人」該当性を同

じものとして理解すべきというにはなお理論的ステップが必要であるように

も思われる。

しかしながら，民法35条により認許されない外国法人は法人格を有しない

とする裁判例もある。

例えば，東京地裁昭和47年２月19日判決（判時670号66頁）は，「原告は，

公益を目的とする財団で韓国民法のもとでその存続を認められ，かつ，財団

法人として登記され，ソウル特別市鐘路区世宗路一番地韓国政府文教部内に

主たる事務所を有しているものであって，韓国の法令上法人格を認められて

いるものであることが明らかであって，他に右認定を左右するに足りる資料

はない｡」と認定した上で，「原告財団は本国法上は権利能力を与えられた財

団法人であるとするも，民法第36条（筆者注：現行民法35条）により原告財

団は日本法においてはその成立の認許のないもの，すなわち，法人格を有し
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ないものとして取扱われるものといわざるをえないので，訴訟法上も原告は

権利能力を有しない財団というべきである｡」と判示した上で，民事訴訟法
（54）

46条にいう権禾Ⅱ能力なき財団として当事者能力を肯定している。

もっとも，控訴審東京高裁昭和49年12月20日判決（判時773号89頁）は，

｢被控訴人らは控訴人財団は非営利法人の外国法人であるから民法第36条第

１項により認許されず，したがって同条第２項により権利能力を持たないか

ら当事者能力がない旨主張するけれども，外国法人が外国法上有効に成立し

たか否かの問題と，外国法上有効に成立した外国法人が内国法上においても

また法人として存在し活動しうるかどうかという問題とは区別して考えられ，

後者の問題について，外国において外国法上法人格を取得して権利主体たる

ことを認められているものに対し，わが国において当然，法的主体として存

続し活動させるわけにはゆかず，権利主体としての承認を必要とするとする

のが民法第36条（筆者注：現行民法35条）第１項の規定の趣旨であり，右は

外国法人がわが国において法人として活動する場合の国家的監督の点からの

規定であって，国際民事訴訟法の準拠法として適用されるわが民事訴訟法上

の当事者能力の有無を判断するに当っては，当該外国法人が外国法上有効に

成立しているかどうか，すなわち前者の問題の考察をもって足り，わが国に

おいて法人としての権利享有の承認に関する民法36条第１項の認許は問題と

する余地はないと解すべく，したがってこの点に関する被控訴人らの主張は
（55）

理由がない｡」と半Ｉ示している。

所得税法上の外国法人概念を考察するに当たっても，同様の理解が必要で

あろうか。

いずれにしても，民法35条の「外国法人」を広義に理解する立場からは，

米国においてＬＬＣが法人として理解されるのかどうかに大きく依存するこ

とになることは間違いない。次に米国におけるＬＬＣの法人該当性について

考えてみたい。

（３）Morrissey事件判決とKintner事件判決

ところで，米国におけるＬＬＣの法人該当性を考察するに当たっては，米
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国における私法上の判断がその鍵点となると考えられるが，それと同時に，

米国の私法判断において米国租税法上の議論が影響を及ぼす可能性を考えね

ばなるまい。けだし，Kintner規則などにいう課税上の法人該当性の基準が，

組合と法人との間の区分の基準足り得るとする見解も考えられなくはないし，

私法上の議論において租税法上の議論が混在されている場面も少なくないよ
（56）

うに思われるからである。また，我が国のように，例えば，租税法上の概念

理解において，私法における概念理解に合わせるというような借用概念論が，

米国において，必ずしも展開されているわけではないという点にも注意が必

要である。

すると，米国におけるニューヨーク州ＬＬＣの法人該当性の解釈がいかに

なされるかを考察するに当たっては，租税判例の議論を辿るという手法も考

えられないことではない。もっとも，前述ニューヨーク州ＬＬＣ事件国税不

服審判所裁決の示すとおり，米国租税行政庁の発出するしギュレーションや

Check-The-Box規定，あるいはＬＬＣに対するIRSの課税態度については

考慮すべき対象とはならないと思われるが，このことは，私法上の議論に対

する租税法議論の影響を等閑視するという意味ではない。

ここでは最も重要な判決であるといわれているMorrisseyv・Ｃｏｍｍｉｓ‐
（57）

sioner事件とそこで示された法人課税該当性議論を簡単に確認しておきた

い。

同事件は，事業を営み又は十分に保持された収益を共有することの手段と

して創造された次のようなトラストであれば，その事業体の収入を会社のそ

れと同じ方法で課税すべきと議会が意図するであろうという推定を正当化す

るに等しい法人組織と類似しているとする。すなわち，そこでは，(1)複数の

構成員及び，(2)利益のために事業を行いその収益を分配する目的のほか，①

継続性が認められ，②集中的管理がされており，③責任が有限とされ，④受

益権の譲渡ができ，⑤多数の参加者の導入を促進するというトラスト方法を
（58）

法人課税するという考え方力i示されているのである。

この判断は米国租税法における法人該当性を議論する素材とされ，その後
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の米国判例に大きな影響を与えた。ところで，(1)及び(2)については，その後，

この事件を継受するかたちで判断を下したArthurRKintnerandAlyce
（59）

Kintnerv・UnitedStates半Ｉ決において，法人該当'性をパートナーシップに

当て嵌める際に考慮する必要』性が乏しいとしている。けだし，法人及びパー

トナーシップのいずれにも共通の,性質であるからである。

更に，⑤多数の参加者の導入を促進するという点については，そもそも法

人が必ずしも多数の参加者の導入のみを対象とするものではないことに鑑み

れば，法人該当性の要件として妥当であるとはいえないのではないかとも思
（60）

われる。Kintner事件判決においても，①企業の継続'性，②運営管理の集中，
（61）

③有限責任`性，④持分の譲渡可能Ｉ性などが示されたのであって，多数の参加

者要件については触れられていない。Morrissey事件の⑤要件が取り入れら

れていないのも法人が必ずしも多数の参加者の導入のみを対象とするもので

はないという辺りに原因があるのではないかと思われる。

では，Morrissey事件判決とKintner事件判決の上記要件のうち，①な

いし④について，ニューヨーク州ＬＬＣ法を例にとって考えてみたい。

まず第一に，継続性の要件（①）についてであるが，ニューヨーク州

LLC法では，基本定款に規定される当該ＬＬＣが解散する予定の最終期限

(もしあれば（ｉｆany))，あるいは，オペレーティング契約に明記される時
（62）

期Iこ解散するとされている。そこでＬＬＣの基本定款あるいはオペレーティ

ング契約内容如何によることとなる。更に，オペレーティング契約に特段の

定めがない限り，いかなる構成員の死亡，引退，辞任，除名，破産又は解散

によっても，あるいは継続される構成員資格を終了させるそれ以外のいかな

る事由の発生によっても，当該ＬＬＣが解散させられたり，その業務が清算
（63）

させられることはないとされてし､ろ。そのようないかなる事由の発生を受け

ても，そのような事由の発生後180日以内に，当該ＬＬＣの残りの構成員全

員の持分の過半数，あるいは構成員の階級又は集団が二つ以上ある場合には

構成員の各階級又は各集団の残りの構成員全員の持分の過半数をもって，当

該ＬＬＣを解散することを票決あるいは書面により承認しない限り，当該
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（64）

LLC|ま解散せずに継続されると規定されているのである。もっとも，構成
（65）

員がいなくなった時点で解散となるｶｺﾞ，それであっても，オペレーティング

契約に特段の定めがない限り，最後に残っている構成員の継続される構成員

資格を終了させた事象が発生してから180日，あるいはオペレーティング契

約に規定されるその他の期間が経過する前に，当該最後に残っている構成員

の法律上の代表者が，最後に残っている構成員の継続される構成員資格を終

了させた事由が発生した日付をもって，書面により当該ＬＬＣを存続させる

ことに同意するとともに，そのような構成員又はその譲受人の法律上の代表

者が構成員として当該ＬＬＣに入ることに同意する場合は，当該ＬＬＣは解

散されず，また清算するように義務付けられないこととされているのである。

また，ニューヨーク州ＬＬＣ法603条によると，構成員持分が譲渡されて
（66）

も，それによってＬＬＣが解散することはなし､とされている。

そして，「本法に基づいて設立されたＬＬＣは，独立した法的主体とし，

その法的主体としての存在は当該ＬＬＣの基本定款が破棄されるまで継続す
（67）

るものとする」とも規定している。法的主体としての存在|ま，あくまでも解

散の日まで継続するのであるから，法人としての法的主体性が別途の理由で

消滅することはないと理解することができよう。

次に，集中的管理の要件（②）について，Morrissey事件判決では，たと

え受益者が構成員による会議を開催しないか，代表を選ばなかったとしても，
（68）

トラストカゴ租税法上の社団を構成する余地があるとの判断も示されており，

集中的管理の要件とは，必ずしも代表者会議の実施などを予定しているわけ

ではない。
（69）

第三Iこ，有限責任,性の要件（③）については論を俟たない。
（70）

法人格否認の法理の適用など力iない限り，有限責任性は担保されていると
（71）

理解されよう。

ニューヨーク州ＬＬＣ法609条は，構成員，マネージャー及び代理人の債

務について，次のように規定する。すなわち，ＬＬＣの構成員，１名又は複

数名のマネージャーによって運営されるＬＬＣのマネージャーも，またＬＬＣ
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の代理人も，当該ＬＬＣの事業の運営に参加しているというだけの理由で，

不法行為で生じたものであろうと，契約で生じたものであろうと，それ以外

の形で生じたものであろうと関わりなく，当該ＬＬＣのいかなる負債又は償
（72）

務に対して責任を有しないとされてし､る。なお，ＬＬＣの構成員は，基本的

にはＬＬＣが提起するあるいは，ＬＬＣを相手取った訴訟手続の当事者適格を
（73）

有し７tj:い゜

第四に，受益権の譲渡可能性の要件（④）はどうであろうか。

そもそも，ニューヨーク州ＬＬＣ法601条によると，ＬＬＣにおける構成員
（74）

持分は動産であるとしている。そして，ニューヨークｸﾄ|ＬＬＣ法603条(a)に
（75）

よると，構成員持分は全部又は一部力i譲渡可能であるとされている。そして，

構成員持分が譲渡されても，それによってＬＬＣが解散したり，当該譲受人

が当該ＬＬＣの運営や業務に参加したり，構成員になったり，構成員のいか
（76）

なる権禾Ｉや権限をも行使する資格を得ることはないとされている。構成員は，

その者の構成員持分の全部を譲渡した時点で，直ちに構成員ではなくなり，
（77）

構成員の権禾Ｉ又(よ権限を行使する権限を失う。

このように受益権の処分については，自由性が確保されていることが分か

る。その他，オペレーティング契約に特段の定めがない限り，構成員持分の

一部又は全部が質入されたり，構成員持分の一部又は全部において，あるい

は構成員持分の一部又は全部に対して担保権，先取権，又はその他の債務が

付されても，それによって当該構成員が構成員であることをやめさせられた

り，構成員の権利又は権限を行使する権限を持つことをやめさせられること
（78）

はな（、とされている。

なお，構成員の持分の譲渡が有する唯一の効力は，譲受人に，譲渡された

範囲内で，譲渡がなければ譲渡人が得る資格があったであろう分配金を受け
（79）

取る権利と損益の配分を受ける権禾Iを与えることであるとされている。

ところで，Morrissey事件判決は，その後の米国判例及び課税実務に多大

なる影響を及ぼしている。
（80）

例えば，peltonv､CommissioneroflnternalRevenue事件はHelver‐
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（81）（82）

ｉｎｇｖ､CombsandEverett,Trustees事件を弓|用しつつ，Morrissey事件

の要件を素材にトラストの法人該当性についての判断を加えているし，また

前述のとおり，Kintner原則の基礎となったKintner事件判決はMorri‐

ssey事件判決の判断を活かしたものである。その他，Morrissey事件判決
（83）

は多くの判決において；|用されている。

上記検討のとおり，米国におけるこの最も重要な判決が示した判断基準を

一応の参考とするなら，本件ニューヨーク州ＬＬＣは法人該当性を有するの

ではないかと思われる。

このように米国では，租税訴訟において法人該当性の議論が訴訟において

争われてきたが，これらの判決の影響を受け，租税行政庁は，税務執行上の

便宜などを踏まえた課税上の取扱いを示してきた。その一例がKintner規

則である。そこでは行政上の判断の容易性などからかなり思い切った判断手

法が示されている。すなわち，Kintner事件判決に示された４つの基準（す

なわち先に示したMorrisey事件判決の５つの基準のうちの，⑤要件以外の

４つ）のうち，３つ以上の要件を充足するものに対して「社団」として法人

課税を行うとするのである。しかしながら，かかる判断基準はあくまでも米

国における法人課税対象の基準であって，私法上の法人該当性の問題解決に

特段の意味を有しないと解されるため，ここで触れる必要はないであろう。

つまり，本件ニューヨーク州ＬＬＣがKintner規則上どのように判断される

かは，法人該当性を判断するに当たって間接的には参考となり得ても，そこ

から，直接的な解決策を得ることはできないと考える。

したがって，かかる判断は租税訴訟における法人該当性の議論であるから，

このセクションにおける議論はあくまでも追加的意味合いを有するに過ぎな

いという留保を付しておきたい。

（４）統一ＬＬＣ法上のlegalentityの検討

前述したとおり，我が国の国税庁がＬＬＣの法人該当性を肯定する根拠の

一つに，「統一ＬＬＣ法においては，『LLCは構成員（member）と別個の法
（84）

的主体（alegalentity）である｡』」とするものｶｺﾞある。
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この点について考えてみたい。そこで，まずは，前段の根拠である統一

LLC法の検討から始めることとしたい。

NationalConferenceofCommissionｅｒｓｏｎＵｎｉｆｏｒｍＳｔａｔｅＬａｗ

(NCCUSL）のUniformLimitedLiabilityCompanyＡｃｔ（1996）は，
（85）

LLCと(よ，この法律に基づいて設立されたＬＬＣをいうとした上で，ＬＬＣ

が構成員とは区別された法的な主体であることを言明している。すなわち，

同法は，“ALimitedLiabilityCompanyisalegalentitydistinctfrom
（86）

itsmembers.，，と規定するが，ここにいう「legalentity」なる用語は，他

の州のＬＬＣ法にもしばしば登場する。

例えば，NewMexicoLimitedLiabilityCompanyAct53-19-10（Ａ）

の“ＡｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｆｏｒｍｅｄpursuanttotheLimitedLiabili‐

tyCompanyActisaseparatelegalentity，，というような規定から，“Ｉｔ

ｉｓｔｈｅｉｎｔｅｎｔｏｆｔｈｅＬｅｇｉｓｌａｔｕｒｅｔｈａｔｔｈｅｌｅｇａｌｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｌｉｍｉｔｅｄｌiabiL

itycompaniesorganizedundeｒｔｈｅＬｉｍｉｔｅｄＬｉａｂｉｌｉｔｙＣｏｍｐａｎｙＡｃｔbe

recognizedoutsidetheboundariｅｓｏｆｔｈｉｓｓｔａｔｅａｎｄｔｈａｔ,subjectto

anyreasonablerequirementofregistration,adomesticlimitedliability

compaｎｙｔｒａｎｓａｃｔｉｎｇｂｕｓｉｎｅｓｓｏｕｔｓｉｄｅｔｈｉｓｓｔatebegrantedtheprotec‐

ｔｉｏｎｏｆｆｕＵｆａｉｔｈａｎｄｃｒｅｄｉｔｕｎｄｅｒｔｈeConstitutionoftheUnited

States，，と規定するNebraskaLimitedLiabilityCompanｙＡｃｔに至るま

で，その規定振りは様々である。

典型的な規定振りとしては，DelawareLimitedLiabilityCompanyAct

l8-201(b)が規定するようなスタイルといえよう。すなわち，同法は，“Ａｌｉｍ

ｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｆｏｒｍｅｄｕｎｄｅｒｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒｓｈａｌｌｂｅａｓｅｐａｒａte

legalentity,ｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｗｈｉｃｈａｓａｓｅｐａｒａｔｅｌｅｇａｌｅｎｔｉｔｙｓｈａｌｌｃｏｎ－

ｔｉｎｕｅｕｎｔｉlcancellationofthelimitedliabiｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ，scertificateof

formation.”と規定するが，かかる規定振りは，KansasRevisedLimited
（87）

LiabilityCompanyActや，MaineLimitedLiabilityCompanyAct，Mas‐

sachusettsLimitedLiabilityCompａｎｙＡｃｔ,ＮｅｗＨａｍｐｓｈｉｒｅＬｉｍｉｔｅｄＬｉ‐
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abilityCompanyAct,NewJerseyLimitedLiabilityCompanyAct,Was‐

hingtonLimitedLiabilityCompanyActなどが採用するところと同じで
（88）

ある。また，ニューヨークﾅﾄ|ＬＬＣ法も同様の規定を用意している。

サウスダコタ州やユタ州，バーモント州，ウエストバージニア州のよう

に，明確に構成員との法的分離が示されている例も散見される。

すなわち，SouthDakotaLimitedLiabilityCompanyActは“Limited

liabilitycompanyaslegalｅｎｔｉｔｙ・Ａｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｉｓａｌｅｇａｌ

ｅｎｔｉｔｙｄｉｓｔｉｎｃｔｆｒｏｍｉｔｓｍｅｍｂｅｒｓＡｍemberofalimitedliabilitycompa‐

ｎｙｉｓｎｏｔａｐｒｏｐｅｒｐａｒｔｙｔｏｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｂｙｏｒａｇａｉｎｓｔａＬｉｍｉｔｅｄＬｉａｂｉｌｉ‐

tyCompany，，としているし，また，UtahRevisedLimitedLiabilityCom‐

panyActは，“Acompanyformedunderthischapterisalegalentity

distinctfromitsmember，，とする。VermontLimitedLiabilityCompa‐

ｎｙやWestVirginiaUniformLimitedLiabilityCompanyAct，Hawaii

UniformLimitedLiabilityCompanyActは，“Alimitedliabilitycompa‐

nyisalegalentitydistinctfromitsmembers,，と規定する。

その他，LouisianaLimitedLiabilityCompaｎｙＬａｗは，“Upontheis-

suanceofthecertificateoforganization,thelimitedliabilitycompany

shalｌｂｅｄｕｌｙｏｒｇａｎｉｚｅｄ，anditsseparateexistenceshallbeｇｉｎａｓｏｆ

ｔｈｅｔｉｍｅｏｆｆｉｌｉｎｇｏｆｔｈｅａｒｔiclesoforganizationwiththesecretaryof

state.”と規定する。

ここで注目すべきはウエストバージニア州のUniformLimitedLiabili‐

tyCompanyActである。同法は，“ALimitedLiabilityCompany，s

statusforfederaltaxpurposesshallnotaffectitsstatusasadistinct

entityorganizedandexistingunderthischapter.”と規定するが，この

規定振りは汲み取られるべき問題点を包摂している。

すなわち，米国における課税ルールや租税訴訟判決の私法への影響という

論点である。

米国におけるＬＬＣの法人該当性については，ＬＬＣ自体が専ら租税におけ
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る利点を強調するコンテクストにより誕生したものであることから，米国私

法における法人該当性の議論が租税法上の議論に牽引されているようにも窺

われる。実際，法人格を認めるか否かが争点とされた私法上の裁判例におい

ても，その判断において課税上の取扱いが大きく影響を与えているものがあ

るのも事実である。

例えば，ウィスコンシン州ＬＬＣ法によって設立されたＬＬＣが購入した

未払燃料代金の支払請求訴訟であるNewHorizonsSupplyCo-opv．
（89）

Haack事件の司法半I断においても，ＬＬＣにパートナーシップ課税がなされ

ていたという事実が尊重され，構成員である個人に対する請求が容認されて

いる。

被告AllisonHaackがカードで購入した燃料の代金について，ウィスコ

ンシン州ＬＬＣであるKickapooValleyFreightが責任を有するという合意

があったものの，かかる合意の書名がHaack個人によるものかＬＬＣによ

るものかｶｺﾞ判然としていなかった。そこで，債権者であるNewHorizonは

LLCの法人格を否認してHaack個人の責任を追及した。しかし原審におい

ては，ＬＬＣは殻に過ぎず，真に会社として運営されることが予定されてい

なかったとか，構成員はパートナーシップにおけるのと同じように活動をし，

課税上の取扱いもパートナーシップ課税がなされていたという事実から，

KickapooValleyFreightはパートナーシップとして扱い，その債務はパ

ートナーが負担すべきものとして，原告NewHorizonの法人格否認の請求

を認めたのである。このような事例は，租税法におけるＬＬＣの法人該当`性

の議論に重要な意義を及ぼす可能性を物語っているようにも思えるのである。

しかしながら，米国租税法上の取扱いは，会社に類似しているということ

が法人課税の基礎とされており，そこでは，法人であるかどうかということ

よりもより法人課税が適当であるか否かという判断が法人との距離の長短に
（90）

よって判断されているＩこ過ぎないのである（法人類似性基準)。この点につ

いて，Morrisey事件などの分析により米国における信託課税に対する法人

課税を研究する佐藤英明教授は，「仮に，わが国において法人類似の信託…
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が行われ，一般の会社等との租税負担との公平の観点からこれを現在の信託

課税の対象とすることが不適当だとされても，わが国の法人税法はその納税

者を形式的に定めており（参照，法人税法２条３～９号，４条)，加えて，

現在の判例・通説は借用概念を統一的に解する立場に立っているため『法

人」は私法におけるそれと同様に解されるものと考えられるから（参照，民

法33条)，ただちにその信託を法人と「認定』して法人課税の対象とするこ
（91）

とはできな(､｡」と述べられる。

また，上記のNewHorizonsSupplyCo-opv､Haack事件においても，

ウィスコンシン州第４裁判区連邦控訴裁判所は，KickapooValleyFreight

LLCに対する法人格否認の可能性を認めつつ，原審とは別の理論構成を採

用して控訴人である債権者NewHorizonの請求を認め，判断を覆したので

ある。すなわち，課税関係がパートナーシップ課税であるが故に債権債務関

係もパートナーシップと同様に扱うべきとの原審の判断を誤りとし，分身テ

ストによって判断すべきであるとする。ここでは，KickapooValleyFre‐

ightとHaackとが同一の存在であり，ＬＬＣがHaackの道具に過ぎないと

か，HaackがＬＬＣを利用した不正義に関わっているとはいえないとするの

である。もっとも，最終的な判断はウィスコンシン州法上の会社債務を構成

員に対して遮断する手続を踏んでいないという点からKickapooValley

Freightの債務に対してHaackは責任を負うと判断されている。

このようなことを考えると，米国租税法上の取扱いの議論が果たしてどこ

まで我が国の租税法上の法人該当性の議論に有用であるかは疑問でもある。

ウエストバージニア州のUniformLimitedLiabilityCompanyActが，

"ALimitedLiabilityCompany，sstatusforfederaltaxpurposesshａｌｌ

ｎｏｔａｆｆｅｃｔｉｔｓｓｔａｔｕｓａｓａｄｉｓｔｉｎｃｔｅｎｔｉｔｙｏｒｇａｎｉｚｅｄａｎｄｅｘｉｓｔｉｎｇｕｎder

thischapter.”と規定するように，ＬＬＣの構成員とは別個の法的主体性が，

連邦租税法上の取扱いによって何らの影響も受けないと解する立場こそが本
（92）

来的な私法と租税法との二層的構造を前提とした借用概念論の従来の考え方
（93）

に合致していると`思われる。
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（５）統一ＬＬＣ法上の権利能力の検討

我が国の国税庁がホームページに掲げるＬＬＣの法人該当性の根拠の一つ

に，「LLCは事業活動を行うための必要かつ十分な，個人と同等の権利能力
（94）

を有する｡」とするものｶｺﾞある。

なるほど，多くの州のＬＬＣ法では，例えば，既述のニューヨーク州ＬＬＣ
（95）

法§２O2のようにＬＬＣ自体にﾎ目当の権限があることを示している。すなわ
（96）（97）

ち，訴訟当事者`性，動産･不動産の取得･使用・リース，資産の譲渡，担保権
（98）（99）（100）

の設定，株式の取得や議決権の行使，契約，保証，借入，債券等の発行，融
（101）（102）

資，投資，担保の差し入れ，事業活動，ＬＬＣのマネージャーの選任，報酬
（103）（104）

等の決定，ＬＬＣの構成員，マネージャー等を扶助し，共に事業を行うこと，
（105）（106）

オペレーティング･アグリーメントの作成･変更，構成員等への被害の補償，
（107）（108）

LLC等のマネージャー等に対する年金制度の倉Ｉ設，年金の支給，寄附行為，
（109）

政府への協力，他の事業体の発起人，株主，ジェネラノレ･パートナーシップ，
（110）（111）

アソシエート，マネージャーになること，事業の停止，その他の権能を行使
（112）

することなどｶｺﾞ規定されているのである。

このような規定は，アラバマ州のAlabamaLimitedLiabilityCompany

Act，アリゾナ州のArizonaLimitedLiabilityCompanyAct，カリフォ

ルニア州のBeverly-KilleaLimitedLiabilityCompanyAct，コロラド州

のColoradoLimitedLiabilityCompanｙＡｃｔ，コネチカット州のConnect‐

icutLimitedLiabilityCompanyAct，デラウェア州のDelawareLimit‐

edLiabilityCompanyAct，コロンビア特別区のＤＣＣode,ＤＶ,Ｔ２９，

CｈｌＯ（LimitedLiabilityCompanies)，フロリダ州のFloridaLimitedLi‐

abilityCompanyAct，ジョージア州のGeorgiaLimitedLiabilityCompa‐

nyAct，ハワイ州のUniformLimitedLiabilityCompanyAct，アイダホ

州のIdahoLimitedLiabilityCompanyAct，イリノイ州のIllinoisLimit-

edLiabilityCompanyAct，インディアナ州のIndianaBusinessFlexibil‐

ityAct，アイオワ州のIｏｗａＬｉｍitedLiabilityCompanyAct，カンザス

州のKansasRevisedLimitedLiabilityCompanyAct，ケンタッキー州
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のKentuckyLimitedLiabilityCompanｙＡｃｔ，ルイジアナ州のLimited

LiabilityCompanyLaw，メリーランド州のMarylandLimitedLiability

CompanyAct，マサチューセッツ州のMassachusettsLimitedLiability

CompanyAct，ミシガン州のMichiganLimitedLiabilityCompanｙＡｃｔ，

ミネソタ州のMinnesotaLimitedLiabilityCompany，ミシシッピー州の

MississippiLimitedLiabilityCompany，モンタナ州のMontanaLimit‐

edLiabilityCompanyAct，ネブラスカ州のNebraskaLimitedLiability

CompanｙＡｃｔ，ネバダ州のNevabaLimitedLiabilityCompany，ニュー

･ハンプシャー州のNewHampshireLimitedLiabilityCompany，ニュー

･ジャージー州のNewJerseyLimitedLiabilityCompanyAct，ノース・

カロライナ州のNorthCarolinaLimitedLiabilityCompanyAct，ノー

ス・ダコタ州のNorthDakotaLimitedLiabilityCompanyAct，オハイ

オ州のOhioLimitedLiabilityCompany，オクラホマ州のOklahomaLim-

itedLiabilityCompanyAct，オレゴン州のOregonLimitedLiability

CompanyAct，ロード・アイランド州のRhodelslandLimitedLiability

CompanyAct，サウス･カロライナ州のUniformLimitedLiabilityCom‐

panyActofl996，サウス・ダコタ州のSouthDakotaLimitedLiability

Company，テネシー州のTennesseeLimitedLiabilityCompanyAct，

ユタ州のUtahRevisedLimitedLiabilityCompanyAct，ヴァーモント

州のVermontLimitedLiabilityCompanyAct，ヴァージニア州のVirgi‐

niaLimitedLiabilityCompanyAct，ワシントン州のWashingtonLimit-

edLiabilityCompanyAct，ウエスト・ヴァージニア州のUniformLimit-

edLiabilityCompanyAct，ウィスコンシン州のWysconsinLimitedLia‐

bilityCompany，ワイオミング州のWyomingLimitedLiabilityCompa-

nyActなどで採用されている。

そのほか，アラスカ州のAlaskaRevisedLimitedLiabilityCompany

Actは，上記のような大幅な権限を規定するものではなく，資産の取得や讓
（113）

渡のほか訴訟当事者能力のみを規定している。また，メインヅ､ﾄ|のMaine
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LimitedLiabilityCompanyActも，訴訟当事者能力のほか，資産の取得
（114）

や譲渡を規定する。ニュー・メキシコクト|のNewMexicoLimitedLiability
（115）

CompanyActや，ペンシルヴァニアﾅﾄ|のPennsylvaniaLimitedLiability

CoｍｐａｎｙＬａｗｏｆｌ９９４も同様の規定を用意している。なお，テキサス州の

TexasLimitedLiabilityCompanyActは，テキサス商事株式会社法にお

いて株式会社が有する権能やLimitedPartnership法によってLimited

Partnership（以下「LP」という｡）が保有する権能を有すると規定してお

り，その範囲は広範に及ぶ。

(53）酒井克彦「米国LimitedLiabilityCompanyからの分配金に対する課税

（１）－租税法上の法人概念と米国における法人該当性一」比較法制研究29号31頁

以下の段階では，改正民法の施行前であったため，民法36条と表記したが，本稿

は同法施行後であるため，民法35条とする。

(54）判例評釈として，田辺信彦「判批」ジュリ523号149頁以下参照。

(55）判例評釈として，高桑昭「判批」ジュリ615号227頁以下，大須賀度「判批」

ジュリ605号115頁以下，秋場準一「判批」判夕332号119頁以下など参照。なお、

最高裁昭和51年３月23日第三小法廷判決（集民117号267頁）において上告は棄却

されている。

(56）See,NewHorizonsSupplyCo-opv,Haack,５９０Ｎ.Ｗ、２．２８２（Ｗis､App、

1999)．

(57）Morrisseyv・Commissioner,２９６ＵＳ３４４．

(58）“Trustscreatedasmediumsforcarryingonbusinessenterpriseandshar．

ｉngitsgainsheldsufficientlyanalogoustocorporateorganizationtojustify

conclusionthatCongressiｎｔｅｎｄｅｄｔｈａｔｉｎｃｏｍｅｏｆｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓhｏｕｌｄｂｅｔａｘｅｄ

ｉｎｓａｍｅｍａｎｎｅｒａｓｔｈａｔofcorporations,ｓｉｎｃｅｔｒｕｓｔｍｅｔｈｏｄｐｅｒｍｉｔｓｃｏｎｔｉｎｕi‐

ｔｙ，centralizedmanagement，andlimitedliability，andfacilitatestransferof

beneficialinterestsandintroductionoflargenumbersofparticipants.”

(59）Kintneretux.ｖ､Ｕ､Ｓ､１０７Ｆ・supp､976．

(60）構成員の数を強調する有力説もある。例えば，河内宏教授は，権利能力なき

社団を典型的には，構成員の多数いる営利を目的とはしない構成員の個性が重視

されない団体であるとして，権利能力なき社団概念の必要性について，「構成員が

多数いる団体を社団と概念規定したのはこのような団体に当事者能力・不動産登

記能力を認めないと団体をめぐる法律関係の適切な処理ができないことを明らか

にし，これに当事者能力・不動産登記能力を認めるよう立法者を説得するためな

のである｡」と論じられる（河内宏「利能力なき社団・財団の判例総合解説』５頁

（信山社2004))。また，社会学上において数の問題は団体の性質決定について重要
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な意義を有するとし，これに照応して法律関係においてもまた数の問題は質に影

響を及ぼすとする立場として，松田二郎「株式会社の基礎理論』122頁以下（岩波

書店1943)，同『株式会社法の理論』138頁以下（岩波書店1962)。なお，森泉章教

授も同じ立場に立たれる（森泉「権利能力なき社団に関する研究」同『団体法の

諸問題』５８頁（一粒社1971))。

(61）Kintner判決は，次のようにMorrissey判決におけるthetestofcorporate

orpartnerＳｈｉｐをサマライズしている。

LAcorporation，ａｓａｎｅｎｔｉｔｙ，holdsthetitletothepropertyembarked

inthecorporateundertakin９．

２.Corporateorganizationfurnishestheopportunityforacentralizedman‐

ａｇｅｍｅｎｔｔｈｒｏｕｇｈｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓｏｆｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ．

３．Securityoftheenterprisefromterminationorinterruptionbythe

deathorwithdrawalｏｆownersofparticipatinginterests、

４．Corporateorganizationfacilitatesthetransferofbeneficialinterｅｓｔｓ

ｗｉｔｈｏｕｔａｆｆｅｃｔｉｎｇｔｈｅｃｏｎｔｉｎｕityofenterprise、

５.Ｔｈｅcorporationorganizationpermitsthelimitationofpersonalliabili‐

ｔｙｏｆｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓｔｏｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｅｍｂａｒｋｅｄｉｎｔｈｅｕｎｄｅｒｔａｋｉｎｇ．

(62）ノα３７，７０１（１）ただし，かような期日が基本定款やオペレーティング契約に

明記されていない場合には，ＬＬＣは永久的に存続する（は３７，７０１（１）ｂｕｔｉｆ

節)。

(63）／d､３７，７０１（b)．

(64）ｉｄ､３７，７０１（b)．

(65）ｉｄ､３７，７０１（a）（４）．

(66）ｊｄ､３７，６０３（a）（２）．

(67）』｡､３７，２０２（d)．

(68）Trustmayconstituteassociationwithintaxstatuteeventhoughbene‐

ｆｉｃｉａｒｉｅｓｄｏｎｏｔｈｏｌｄｍｅｅｔｉｎｇｓｏｒｅｌecttheirrepresentatives．

(69）ＢｒｙａｎＡ、Garner，Ｂ/αc々ＩｓＬａｕノＤｉｃｊｉｏ"αかﾉ，AbridgedSeventhEdition，

WestGroup,2000は，“LimitedLiabilityCompany”を，“Acompany-statu‐

torilyauthorizedincertainstateｓ－ｔｈａｔｉｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄｂｙｌｉｍｉｔｅｄliabili‐

ｔｙ,ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｙｍｅｍｂｅｒｓｏｒｍａｎａｇｅｒｓ,ａｎｄｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓｏｎｏｗｎｅｒｓｈｉｐｔｒａｎｓ‐

fer.－Abbr・ＬＬＣ.－Alsotermedlimited-liabilityCorporation.，，とし，ＬＬＣ

は，有限責任などによって特徴付けられるとする。また，鴻常夫＝北沢正啓編

「英米商事法辞典〔新版〕』564頁（商事法務1998）では，LimitedLiabilityCompa‐

ｎｙを「【有限責任会社】」と訳し，次のように説明する。すなわち，「アメリカ合

衆国における最新の企業形態で，連邦所得税法上，組合（partnership）の利点を

確保すると同時に，州法上，社員の有限責任（limitedliability）の利益を享受す

ることを可能にするため，最近の各州立法で認められたもの。ＬＬＣと略される。

社員は二重課税と無限責任の双方を回避しうる｡」とする。See,ａｌｓｏ,RichardA
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Booth，Ｔ/ｚｅＬ〃ｊｊｅｄＬｊａＭｊｔｙＣｏ”ａ７ｚｙα"。ｔ/ｚｅＳｅａ?℃/z／bγαＢγ29/ｚｔＬｍｅｂｅ‐

、ﾉCe〃ＣＯゆomtjo"ｓα"。〃γt"eγsﾉziPs,３２WakeForestLRev､79,1997,Robert

R、Keatinge，LarryERibstein，UsanPaceHamill，MichealLGravelle，

SharonConnaughton，ＴﾉｚｅＬ〃/ｔｅｄＬｉａＭｊｔｙＣｏ”α?ｚｙ：ＡＳｔ"ｄｙＯ/Ｔ/ｚｅＥｍ

ｅ?igj"ｇＥＭｔｙ,４７Ｂｕs・Ｌａｗ､375,1991-1992,LarryERibstein,Ｌ〃jtedLjaMjjy

α"。Ｔﾉzeoγｊｅｓ⑰t/ｚｅＣｏゆomtio",５０Ｍｄ・ＬＲｅｖ､80,1991,LarryERibstein＆

BruceHKobayashi,Umi/、〃Lazus,ＭＭｅＪＬα〃ｓα"ｄＬｊ伽ねｄＬｊａＭｊｔｙＣｏ”α‐

〃ies,６６ＵＣｏｌｏＬ､Rev､947,1994-1995．

(70）See,』｡､77,78,79,80,81,82．

(71）Fox,Eric,Ｐｌｅ７℃ｍｇＴ/ZｅＶＣｊＪｑ/Ｌｊ伽ｒｅｄＬｊａＭ岬ＣＯ”α"jcs,６２Geo､Wash、

ＬＲｅｖｌｌ４３（1994).“ＴｈｅLLC,however,provideslimitedliabilitytomembers

regardlessofparticipationinmanagement，unlesstheveil-piercingdoctrine

applies.,,“Ｔｈｅｒｅｈａｖｅａｌｗａｙｓｂｅｅｎｅｘｃｅｐｔｉｏｎｓｔolimitedliability，however，

ａｎｄｔｈｅｄｏｃｔｒｉｎｅｏｆｐｉｅｒｃｉｎｇｔｈｅｃｏｒｐｏｒａｔｅｖｅｉｌｉｓｏｎｅｓｕｃｈｅｘｃｅｐｔｉｏｎ.”

(72）ｊｄ,37,６０９（a)．

(73）ｊｄ37,610．

(74）／d､37,601．

(75）ｉｄ､３７，６０３（a）（１）．

(76）』｡.３７，６０３（a）（２）．

(77）ｊｄ３７，６０３（a）（４）．

(78）／d､３７，６０３（a）（４）．

(79）ｎ.３７，６０３（a）（３）．

(80）Peltonv・CommissioneroflnternalRevenue,８２Ｆ、２．４７３．

(81）Helveringv・CombsandEverett,Trustees,２９６ＵＳ､365．

(82）Theyholdfurtherthatthepresenceofcontinuityofenterprise,central‐

izedcontroLandlimitationofliabilityconstitutedsuchsubstantialresem-

blancestoacorporatｉｏｎａｓｔｏｗａｒｒａｎｔｔｈｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｉｎｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈｅｏｒ‐

ganizationsasassociationsforthｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔａｘａｔｉｏｎ・Ｉｎｔｈｅｌａｓｔｎａｍｅｄｏｆ

ｔｈｅｓｅｃａｓｅｓ，ｔｈｅＣｏｍｂｓａｎｄＥｖｅｒｅｔｔＣａｓｅ，ｔｈｅＣｏｕｒｔｓａｉｄ：‘Here，ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅ

ｍｅｄｉｕｍｏｆａｔｒｕｓｔｔｈｅｐａｒtiessecuredcentralizedmanagemeｎｔｏｆｔｈｅｉｒｅｎｔｅｒ－

ｐｒｉｓｅ,ａｎｄｉｔｓｃontinuityduringthetrusttermwithoutterminationorinterrup‐

ｔｉｏｎｂｙｄｅａｔｈｏｒｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｏｗｎｅｒshipofinterests,ａｎｄｗｉｔｈｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌ－

ｉｔｙａｎｄｔransferablebeneficialinterestsevidencedbycertificates、

Enteringintoajointundertakingtheyavoidedthecharacteristicresponsib‐

iliｔｉｅｓｏｆｐａｒｔｎｅｒｓａｎｄｓｅｃｕｒｅｄａｄｖａｎｔａｇｅｓａｎａｌｏｇｏｕｓｔｏｔｈｏｓｅｗｈｉｃｈｐｅｒｔａin

tocorporateorganization

Thefaｃｔｔｈａｔｍｅｅｔｉｎｇｓｗｅｒｅｎｏｔｈｅｌｄｏｒｔｈａtparticularformsofcorporate

prｏｃｅｄｕｒｅｗｅｒｅａｂｓｅｎｔｉｓｎｏｔｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ．

(83）InreKennethAllenKnightTrust,３０３Ｆ､3.671,ＯＮｅｉｌｌｖ.Ｕ､S､,４１０Ｆ､2．
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888,PennsylvaniaCoforlnsurancesonLivesandGrantingAnnuitiesMUS，

１３８Ｆ２．８６９，Larsonv・CommissioneroflnternalRevenue,６６Ｔ､Ｃ159．

(84）国税庁ホームページ（脚注34）が示す米国ＬＬＣの法人該当性の根拠のうちの

④の理由。
”

(85）“"LimitedLiabilityCompanymeansaLilnitedLiabilityCompanyorgan‐

ｉｚｅｄｕｎｄｅｒｔｈｉｓＵｎｉｆｏｒｍＬｉｍｉｔｅｄＬｉａｂｉｌｉｔｙＣｏｍｐａｎｙＡｃｔ.'，

(86）§202．

(87）“Alimitedliabilitycompanyformedunderthischapterisaseparate

legalentitywhoseexistenceasaseparatelegalentitycontinueuntilcancella‐

ｔｉｏｎｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ，sarticlesoforganization.”

(88）NewYorkLimitedLiabilityCompanyＬａｗ§２０３（d)．

(89）NewHorizonsSupplyCo-opv・Haack’５９０Ｎ、Ｗ２ｄ２８２（Ｗis・App

l999)．

(90）Fox,Eric,supranote69,"Anentitywillbetaxedasacorporation"ifthecor‐

poratecharacteristicsaresuchthattheorganizationmorenearlyresembles

acorporationthanapartnershiportrust.，，”

(91）佐藤英明「事業信託と法人の分類基準一アメリカ法研究ノートー」ジュリ

1001号122頁。

(92）二層的構造認識論については，酒井克彦「二層的構造認識論と事実認定一課

税の基礎となる『真実の法律関係』の模索一」石島弘＝木村弘之亮＝玉國文敏＝

山下清兵衛編「納税者保護と法の支配」〔山田二郎喜寿記念論文集〕（信山社2007）

も参照。

(93）この点は，既に述べたとおり，我が国国税庁は，「LLCが米国の税務上，法人

課税又はパス・スルー課税のいずれの選択を行ったかにかかわらず，原則的には

我が国の税務上，『外国法人（内国法人以外の法人)」として取り扱うのが相当で

す｡」としており，この点は妥当であると解される（国税庁ＨＰ（前掲注（34）参

照)。

(94）国税庁ホームページ（脚注34）が示す米国ＬＬＣの法人該当性の根拠のうちの

④の理由。

(95）Unlessthearticlesoforganizationprovideotherwiseandsubjecttoaｎｙ

ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓｐｒｏｖｉｄｅｄｉｎｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒｏｒａｎｙｏｔｈｅｒｌａｗｏｆｔｈｉｓｓｔａｔｅ,ａｌｉｍｉｔｅｄｌｉ‐

ａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｍａｙ：…．

(96）§２０２（a)：ｓｕｅｏｒｂｅｓｕｅｄ，orinstitute，participateinordefendany

actionorproceeding,whetherjudiciaLarbitrative,administrativeorother‐

wise,ｉｎｉｔｓｎａｍｅ．

(97）§２０２（b)：purchase,take,receive,leaseorotherwiseacquire,ｏｗｎ,hold，

ｉｍｐｒｏｖｅ,ｕｓｅｏｒｏｔｈｅｒｗｉｓｅｄｅａｌｉｎｏｒｗｉｔｈｒｅａｌｏｒｐｅｒｓｏｎａｌｐｒｏｐｅｒｔｙｏｒａｎｉｎｔｅｒ－

ｅｓｔｉｎｒｅａｌｏｒｐｅｒｓｏｎａｌｐｒｏｐｅｒｔｙ,otherwisesituated．

(98）§２０２（c)：sell，convey，assign，encumber，mortgage，pledge，lease，ｅｘ‐
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change，transfer，createasecurityinterestinorothｅｒｗｉｓｅｄｉｓｐｏｓｅｏｆａｌｌｏｒ

ｐａｒｔｏｆｉｔｓｐropertyorassets．

(99）§２０２（d)：purchase，take，receive,subscribefororotherwiseacquire，

ｏｗｎ，ｈｏｌｄ，vote，ｅｍｐｌｏｙ,sell，mortgage，ｌｅｎｄ，ｐｌｅｄｇｅｏｒｏｔｈｅｒｗｉｓｅｄｉｓｐｏｓｅｏｆ

ａｎｄｏｔｈｅｒｗｉｓｅｕｓｅａｎｄｄｅａｌｉｎａｎｄｗｉｔｈｓｈａresorotherinterestsin,securit‐

ｉｅｓｉｓｓｕｅｄｂｙａｎｄｄｉｒｅｃｔｏｒｉｎｄｉｒｅｃｔobligationsof：

（１）otherpersons;ｏｒ

（２）ａｎｙgovernment,state,territory，

ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌｏｒｏｆａｎｙｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌｉｔｙｏｒｓｕｂｄｉｖｉｓｉｏｎｏｆａｎｙｏｆｔｈｅｍ．

(100）§２０２（e）：makecontracts,including,butnotlimitedto,Contractｓｏｆｇｕａ－

ｒａｎｔｙａｎｄｓｕｒｅｔｙｓｈｉｐ，incurliabilities，ｂｏｒｒｏｗｍｏｎｅｙａｔｓｕｃｈｒａｔｅｓｏｆｉｎｔｅｒ‐

ｅｓｔａｓｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎymaydetermine,issueitsnotes,ｂｏｎｄｓｏｒ

ｏｔｈｅｒｏｂｌｉｇａｔｉｏｎａｓｅｃｕｒｅａnyofitsobligationsbymortgage,ｐｌｅｄｇｅｏｒｏｔｈｅｒ

ｅｎｃｕｍｂｒａｎｃｅｏｆａｌｌｏｒａｎｙｐａｒｔｏｆｉｔsproperty,ｆｒａｎｃｈｉｓｅｓａｎｄｉｎｃｏｍｅ,ｍａｋｅ

ｃｏｎｔｒａｃｔｓｏｆｇｕａｒａｎｔｙａｎｄｓｕｒｅtyshipthatarenecessaryorconvenｉｅｎｔｔｏ

ｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔ,ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｏｒａｔｔａｉｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆ

（i）alimitedliabilitycompanyorotheｒｐｅｒｓｏｎａｔｌｅａｓｔａｍａｊｏｒｉｔｙｏｆ

ｔｈｅｏｕtstandingmembershiｐｏｒｏｔｈｅｒｏｗｎｅｒｓｈｉｐｉｎｔｅｒｅｓｔｓｏｆｗｈｉｃｈａｒｅ

ｏｗｎｅｄ,directlyorindirectly,bythecontractinglimitedliabiliｔｙｃｏｍｐａｎｙ，

（ii）alimitedliabilitycompanyorotherpersonthatowns,directlyorindi‐

rectly,atleastamajorityoftheoutstandingmembershipinterestsofthe

contractinglimitedliabilitycompanyoralimitedliabilityｃｏｍｐａｎｙｏｒ

ｏｔｈｅｒｐｅｒｓｏｎａｔｌｅａｓｔａｍａjorityoftheoutstandingmembershｉｐｏｒｏｔｈｅｒ

ｏｗｎｅｒｓｈｉｐｉｎｔｅｒｅｓｔｓｏｆｗｈｉｃｈａｒｅｏｗｎｅｄ,directlyorindirectly，ｂｙａｌｉｍｉｔ‐

ｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｏｒｏｔｈｅｒｐｅｒｓｏｎｔｈａｔｏｗｎｓ，directlyorindirectly，at

leastamajorityoftheoutstandingmembershipinterestsoftheContract‐

ｉｎｇｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ,ｗｈｉｃｈｃｏｎｔｒａｃｔｓｏｆｇｕａｒａｎｔｙａｎｄｓｕｒetyship

shallbedeemedtobenecessａｒｙｏｒｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｔｏｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔ,ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ

ｏｒａｔｔａｉｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅｂｕｓｉnessofthecontractinglimitedliaｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ

ａｎｄｍａｋｅｏｔｈｅｒｃｏｎｔｒactsofguarantyandsuretyshipthatarenecessary

oｒｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｔｏｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔ，ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｏｒａｔｔａｉｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆ

ｔｈｅｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｇｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ・Ａｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ

ｍａｙｍａｋｅａｎｙｃｏｎｔｒａｃｔｓｏｆｇｕａｒａｎｔｙａｎｄｓｕｒｅｔｙｓｈｉｐｔｈａｔａｒｅｎｏｔｎｅｃｅｓ‐

ｓａｒｙｏｒｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｔｏｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔ，promotionorattaｉｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅｂｕｓｉ‐

ｎｅｓｓｏｆｔｈｅｃｏｎｔｒａｃｔｉｎｇｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｕｐｏｎｔｈｅｖｏｔｅｏｆｔｈｅｐｅｒ－

ｃｅｎｔａｇｅｉｎｉｎｔｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｒｃｌａｓｓｏｒｃｌａｓｓｅｓｏｆｍｅｍｂｅｒｓｐrovid‐

ｅｄｉｎｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｎｇａｇｒｅｅｍｅｎｔ,ｏｒｉｆｎｏｓｕｃｈｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｉｓｓｏｓｔａｔｅｄ,upon

thevoteofamajorityininterestofthemembersentitledtovotethereon；

provided，however，ｔｈａｔｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｎｇａｇｒｅｅｍｅｎｔｍａｙｐｒoｖｉｄｅｔｈａｔｎｏ
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ｓｕｃｈｖｏｔｅｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄ．

(101）§２０２（f)：lendmoneyforanylawfulpurpose，investorreinvestits

funds，ｏｒｔａｋｅａｎｄｈｏｌｄｒｅａｌｏｒｐｅｒｓｏｎａｌｐｒｏｐｅｒｔｙａｓｓｅｃｕｒｉｔｙｆｏｒｔｈｅｐａｙ－

ｍｅｎｔｏｆｆｕｎｄｓｓｏｌｏａｎｅｄｏｒｉｎｖｅｓｔｅｄ．

(102）§２０２(9)：conductitsbusiness,carryonitsoperations,maintainoff‐

ｉｃｅｓａｎｄｅｘｅｒｃｉｓｅｔｈｅｐｏｗｅｒｓｇｒａｎｔｅｄｂｙｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒｉｎａｎｙｓｔａｔｅ,ｆｏｒｅｉｇｎｃｏｕｎ‐

tryorotherjurisdiction

(103）§202（h):electorappointmanagers,employeesandagentsofthelimit‐

ｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ,ｄｅｆｉｎｅｔｈｅｉｒｄｕｔｉｅｓａｎｄｆｉｘｔｈｅｉｒｃｏmpensation．

(104）§202（i)：assist，lendmoneytoandtransactotherbusinesswitha

member,manager,ａｇｅｎｔｏｒｅｍｐｌｏｙｅｅｏｆｓｕｃｈｌｉｍｉｔｅｄｌｉabilitycompany．

(105）§２０２（j)：makeandalteritsoperatingagreement，notinconsistent

withitsarticlesｏｆｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｏｒｗｉｔｈｔｈｅｌａｗｓｏｆｔhisstate，ｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇ

ｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙａｎｄｔｈｅｃｏｎｄｕctofitsaffairs．

(106）§２０２（k):indemnifyamemberormanageroranyotherperson．

(107）§202(1):paypensionsandestablishpensionplans,pensiontrusts,pro‐

fit-sharingplans，profit-sharingtrusts，ｅｑｕｉｔｙｂｏｎｕｓｐｌａｎｓ，ｅｑｕｉｔｙｏｐｔｉｏｎ

ｐｌａｎｓａｎｄｏｔｈｅｒｉｎｃｅｎｔｉｖｅｐｌａｎｓｆｏｒａｎｙｏｆｉｔｓｍｅｍｂｅｒｓ，managers，ｅｍｐｌｏｙ‐

ees,ａｇｅｎｔｓｏｒｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓｏｒａｎｙｏｆｔｈｅｄirectors,officers,managers,ｅｍｐｌｏｙ‐

ees,ａｇｅｎｔｓｏｒｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓｏｆｉｔｓａｆｆｉｌｉates．

(108）§202（、):makedonationsforthepublicwelfareorforcharitable,scien

tific,religious,civic,educationalorsimilarpurposes．

(109）§２０２（､):transactanylawfulbusinessinaidofgovernmentalpolicy．

(110）§202（o):beapromoter,shareholder,generalpartner,limitedpartner，

ｍｅｍｂｅｒ，associateormanagerofanyassociation，Corporation，partnership，

limitedpartnership,limitedliabilitycompany,jointventure,trustorother

entityorenterprise．

(111）§202（p):ceaseitsactivities,cancelitsarticlesoforganizatioｎｏｒｄｉｓ‐

solve．

(112）§２０２（q)：haveandexerciseallpowers,ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｏｓｅｓｅｔｆｏｒｔｈ

ｉｎｓｕｂdivisions（a）through（p）ofthissection,notinconsistentwithlaw,nec‐

ｅｓｓａｒｙｏｒｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｔｏｅｆｆｅｃｔａｎｙｏｒａｌｌｏｆｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｓｆｏｒｗｈｉｃｈｔｈｅｌｉmit‐

ｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｉｓｆｏｒｍｅｄ・Inorderforalimitedliabilitycomｐａｎｙｔｏｅｘ‐

ｅｒｃｉｓｅｔｈｅｐｏｗｅｒｓｅｎｕｍｅｒａｔｅｄｉｎｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒ,ｉｔｉｓｎｏｔｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｓｅｔｆｏｒｔｈ

ｓｕｃｈｐｏｗｅｒｓｉｎｔｈｅarticlesoforganization．

(113）ＡＳ10.50.350.OwnershipofCompanyProperty

（a）Propertytransferredtoorotherwiseacquiredbyalimitedliability

cｏｍｐａｎｙｉｓｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｔｈｅｃｏｍｐａｎｙａｎｄｉｓｎｏｔｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｔｈｅｍｅｍ‐

ｂｅｒｓｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｌｙ．
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（b）Alimitedliabilitycompanyshallacquire,hold,andconveyproper‐

ｔｙ,includingrealproperty,ｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｃｏｍｐａｎｙ､Ifalimitedliabili‐

ｔｙｃｏｍｐａｎｙａｃｑｕｉｒｅｓａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｐroperty，ｔｈｅｃｏｍｐａｎｙｈｏｌｄｓｔｈｅｔｉｔｌｅ

ｔｏｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｎｏｔｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｉｎｄｉｖｉｄｕally．

(114）§６８１０wnershipoflimitedliabilitycompanyproperty

lPropertyoflimitedliabilitycompany・Propertytransferredtoorother‐

wiseacquiredbyalimitedliabilitｙｃｏｍｐａｎｙｂｅｃｏｍｅｓｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｔｈａｔｌｉｍ‐

ｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ､Ａｍｅｍｂｅｒｈａｓｎｏｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｓｐｅｃｉｆｉｃlimitedliabili‐

ｔｙｃｏｍｐａｎｙｐｒｏｐｅｒｔｙ、

２.Propertyinthenameoflimitedliabilitycompany・Propertymaybeac‐

ｑｕｉred，ｈｅｌｄａｎｄｃｏｎｖｅｙｅｄｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆａｌｉｍitedliabilitycompany・Ａｎ

ｅｓｔａｔｅｉｎｒｅａｌｐｒｏｐｅｒｔｙｍａｙｂｅａｃｑｕｉｒｅｄｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈａｔｌｉｍｉｔｅｄｌｉａbili‐

ｔｙｃｏｍｐａｎｙａｎｄｔｉｔｌｅｔｏａｎｅｓｔａｔｅｓｏａｃｑｕｉｒｅｄｖｅｓｔｓｉｎｔｈａｔｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉli‐

ｔｙｃｏｍｐａｎｙｒａｔｈｅｒｔｈａｎｉｎｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｌｙ．

(115）53-19-29.Ownershipofpropertybythelimitedliabilitycompany、

APropertytransferredtoorotherwiseacquiredbyalimitedliabilityｃｏｍ‐

ｐａｎｙｉｓｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙａｎｄｎｏｔｏｆｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓ・

Ａｍｅｍｂｅｒｈａｓｎｏｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎａｎｉｔｅｍｏｆlimitedliabilitycompanyproper‐

ｔｙ・

ＢＰｒｏｐｅｒｔｙａｃｑｕｉｒｅｄｏｒｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｓｈａｌｌｂｅ

acquired,ｈｅｌｄａｎｄｃｏｎｖｅｙｅｄｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｌimitedliabilitycompany・

Aliｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｍａｙａｃｑｕｉｒeanyestateinrealorpersonalprop‐

ｅｒｔｙｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ，ａｎｄｔｉｔｌｅｔｏａｎｙｅｓｔａｔｅ

ｓｏａｃｑｕｉｒｅｄｓｈａｌｌｖｅｓｔｉｎｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｒａｔｈｅｒｔｈａｎｉｎｔｈｅ

ｍｅｍｂｅｒｓ・

ＣＰｒｏｐｅｒｔｙｍａｙｂｅｏｗｎｅｄｂｙａｌｉｍｉｔｅｄｌiabilitycompany，ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈ

ｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｎｏｔａｃｑｕｉｒｅｄｏｒｈｅｌｄｉｎｉｔｓｎａｍｅ

ＤＳｕｂｊｅｃｔｔｏＳubsectionGofthissection,ｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅ

ｏｗｎｅｄｂｙｔhelimitedliabiliｔｙｃｏｍｐａｎｙｉｆｉｔｉｓａｃｑｕｉｒｅｄｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆ

ｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ．

Ｅ・subjecttoSubsectionGofthissection,ｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅ

ｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙｉｆｉｔｉｓｐｕｒｃｈａｓｅｄｗｉｔｈｆｕｎｄｓｏｆ

ｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ，ｅｖｅｎｉｆｉｔｉｓａｃｑｕｉｒｅｄｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆａ

ｍｅｍｂｅｒｏｒｏｔｈｅｒｐｅｒｓｏｎ

FSubjecttoSubsectionGofthissection,ｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅ

ｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｏｎｅｏｒｍｏｒｅｍｅｍｂｅｒｓｏｒｏｔｈｅｒｐｅｒｓｏｎｓｉｆｉｔｉｓａｃｑｕｉｒｅｄｉｎ

ｔｈｅｎａｍｅｓｏｆｓｕｃｈｐｅｒｓｏｎｓｗｉｔｈｏｕｔｕｓｅｏｆｆｕｎｄｓｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍ‐

ｐａｎｙ，ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｕｓｅｄｆｏｒｐｕｒｐｏｓｅｓｏｆｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆ

ｔｈｅｌｉｍｉtedliabiliｔｙｃｏｍｐａｎｙ．
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Ｇ，Realpropertyandotherpropertyheldofpublicrecordotherwise

thaniｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｌｉｍｉｔｅｄｌｉａｂｉｌｉｔｙｃｏｍｐａｎｙ,ｔｈｅｏｗｎｅｒｓｈｉｐｏｆｗｈｉｃｈ

ｉｓｃｕｓｔｏｍａｒｉlypubliclyrecorded,ｓｈａｌｌｎｏｔｂｅｄｅｅｍｅｄｔｏｂｅｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅ

limitedliabilitycompanytotheprｅｊｕｄｉｃｅｏｆａｐｅｒｓｏｎｗｈｏｄｉｄｎｏｔｈａｖｅ

ａctualknowledgeofthelimitedliabilitycompany，ｓｏｗｎｅｒｓｈｉｐ、

53-19-57.Suitsbyandagainstthelimitedliabilitycompany・

Ｓｕｉｔｓｍａｙｂｅｂｒｏｕｇｈｔｂｙｏｒａｇａｉｎｓｔａｌimitedliabilitycompanyinits

ownｎａｍｅ．




